
平
成
七
年
法
律
第
七
十
八
号

サ
リ
ン
等
に
よ
る
人
身
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
サ
リ
ン
等
の
製
造
、
所
持
等
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
発
散
さ
せ
る
行
為
に
つ
い
て
の
罰
則
及
び
そ
の
発
散
に
よ
る
被
害
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
等
を
定
め
、
も
っ
て
サ
リ
ン
等
に
よ
る
人
の
生
命

及
び
身
体
の
被
害
の
防
止
並
び
に
公
共
の
安
全
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
サ
リ
ン
等
」
と
は
、
サ
リ
ン
（
メ
チ
ル
ホ
ス
ホ
ノ
フ
ル
オ
リ
ド
酸
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
物
質
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

一
　
サ
リ
ン
以
上
の
又
は
サ
リ
ン
に
準
ず
る
強
い
毒
性
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
そ
の
原
材
料
、
製
法
、
発
散
さ
せ
る
方
法
、
発
散
し
た
と
き
の
性
状
そ
の
他
そ
の
物
質
の
特
性
を
勘
案
し
て
人
を
殺
傷
す
る
目
的
に
供
さ
れ
る
お
そ
れ
並
び
に
発
散
し
た
場
合
の
人
の
生
命
及
び
身
体
に
対
す
る
危
害
の
程
度
が

大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

三
　
犯
罪
に
係
る
社
会
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
人
の
生
命
及
び
身
体
の
保
護
並
び
に
公
共
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
に
そ
の
物
質
に
つ
い
て
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
規
制
等
を
行
う
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
こ

と
。

（
製
造
等
の
禁
止
）

第
三
条
　
何
人
も
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
サ
リ
ン
等
を
製
造
し
、
輸
入
し
、
所
持
し
、
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
試
験
又
は
研
究
の
た
め
製
造
し
、
輸
入
し
、
所
持
し
、
譲
り
渡
し
、
又
は
譲
り
受
け
る
と
き
。

二
　
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
化
学
兵
器
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
又
は
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
の
規
定
に

よ
り
化
学
兵
器
禁
止
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
物
質
の
製
造
、
所
持
、
譲
渡
し
若
し
く
は
譲
受
け
又
は
輸
入
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
し
て
、
製
造
し
、
所
持
し
、
譲
り
渡
し
、
若
し
く
は
譲
り
受
け
、
又
は

輸
入
す
る
と
き
。

（
被
害
発
生
時
の
措
置
等
）

第
四
条
　
警
察
官
、
海
上
保
安
官
又
は
消
防
吏
員
（
以
下
「
警
察
官
等
」
と
い
う
。
）
は
、
サ
リ
ン
等
又
は
サ
リ
ン
等
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
物
質
の
発
散
に
よ
り
人
の
生
命
又
は
身
体
の
被
害
が
生
じ
て
お
り
、
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
、
警
察
官
職
務
執
行
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
、
海
上
保
安
庁
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
二
十
八
号
）
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
直
ち
に
、
そ
の
被
害
に
係
る
建
物
、
車
両
、
船
舶
そ
の
他
の
場
所
へ
の
立
入
り
を
禁
止
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
場
所
に
い

る
者
を
退
去
さ
せ
、
サ
リ
ン
等
を
含
む
物
品
そ
の
他
の
そ
の
被
害
に
係
る
物
品
を
回
収
し
、
又
は
廃
棄
し
、
そ
の
他
そ
の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
官
等
は
、

相
互
に
緊
密
な
連
携
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
警
視
総
監
若
し
く
は
道
府
県
警
察
本
部
長
又
は
管
区
海
上
保
安
本
部
長
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
又
は
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
犯
罪
の
捜
査
に
関
し
、
消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、

関
係
行
政
機
関
又
は
関
係
の
あ
る
公
私
の
団
体
に
対
し
、
技
術
的
知
識
の
提
供
、
装
備
資
機
材
の
貸
与
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
国
民
は
、
サ
リ
ン
等
若
し
く
は
サ
リ
ン
等
で
あ
る
疑
い
が
あ
る
物
質
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
物
質
を
含
む
物
品
を
発
見
し
又
は
こ
れ
ら
が
所
在
す
る
場
所
を
知
っ
た
と
き
は
速
や
か
に
警
察
官
等
に
そ
の
旨
を
通
報
す
る
と
と
も
に
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
官
等
の
措
置
の
円
滑
な
実
施
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
罰
則
）

第
五
条
　
サ
リ
ン
等
を
発
散
さ
せ
て
公
共
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
者
は
、
無
期
又
は
二
年
以
上
の
懲
役
に
処
す
る
。

２
　
前
項
の
未
遂
罪
は
、
罰
す
る
。

３
　
第
一
項
の
罪
を
犯
す
目
的
で
そ
の
予
備
を
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
罪
の
実
行
の
着
手
前
に
自
首
し
た
者
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
。

第
六
条
　
第
三
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
七
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

２
　
前
条
第
一
項
の
犯
罪
の
用
に
供
す
る
目
的
で
前
項
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
の
罪
の
実
行
の
着
手
前
に
自
首
し
た
者
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
。

３
　
前
二
項
の
未
遂
罪
は
、
罰
す
る
。

４
　
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
第
一
項
又
は
第
二
項
の
罪
を
犯
す
目
的
で
そ
の
予
備
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

第
七
条
　
情
を
知
っ
て
、
第
五
条
第
一
項
の
罪
又
は
製
造
若
し
く
は
輸
入
に
係
る
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
罪
に
当
た
る
行
為
に
要
す
る
資
金
、
土
地
、
建
物
、
艦
船
、
航
空
機
、
車
両
、
設
備
、
機
械
、
器
具
又
は
原
材
料
を

提
供
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

第
八
条
　
第
五
条
の
罪
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
条
の
二
の
例
に
従
う
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
三
条
第
二
号
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
　
化
学
兵
器
禁
止
法
の
施
行
の
日

二
　
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
　
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
中
「
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
」
と
あ
る
の
は
、
「
国
の
職
員
が
又
は
国

か
ら
試
験
若
し
く
は
研
究
の
委
託
を
受
け
た
者
で
国
家
公
安
委
員
会
が
指
定
し
た
も
の
が
」
と
す
る
。

1



第
三
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
サ
リ
ン
等
を
所
持
す
る
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
日
か
ら
起
算

し
て
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
第
三
条
の
規
定
に
違
反
し
て
サ
リ
ン
等
を
所
持
す
る
に
至
っ
た
者
は
、
同
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
所
持
す
る
サ
リ
ン
等
の
種
類
、
数
量
及
び
所
在
す
る
場
所
を
当
該
場
所
を
管
轄
す
る
警
察
署

長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
警
察
署
長
が
指
示
す
る
日
時
に
お
い
て
、
そ
の
指
示
す
る
方
法
に
よ
り
、
そ
の
届
出
に
係
る
サ
リ
ン
等
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
す
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
廃
棄
の
た
め
の
サ
リ
ン
等
の
所
持
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
及
び
化
学
兵
器
禁
止
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
四
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
サ
リ
ン
等
を
所
持
す
る
者
の
当
該
所
持
す
る
サ
リ
ン
等
及
び
第
三
条
の
規
定
に
違
反
し
て
所
持
さ
れ
る
サ
リ
ン
等
に
つ
い
て
は
、
化
学
兵
器
禁
止
法
附
則
第
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
化
学
兵
器
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、

「
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
「
化
学
兵
器
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
（
附
則
第
二
条
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

（
罰
則
）

第
五
条
　
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２
　
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

３
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
二
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
当
該
各
項

の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
五
月
二
三
日
法
律
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
一
月
一
六
日
法
律
第
一
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
爆
弾
使
用
の
防
止
に
関
す
る
国
際
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
爆
発
物
取
締
罰
則
第
十
条
の
規
定
、
火
炎
び
ん
の
使
用
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
規
定
、
細
菌
兵
器
（
生
物
兵
器
）
及
び
毒
素
兵
器
の
開
発
、
生
産
及
び
貯
蔵
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
等
の

実
施
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
規
定
、
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
（
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
四
条
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
及
び
サ
リ
ン
等
に
よ
る

人
身
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
条
約
に
よ
り
日
本
国
外
に
お
い
て
犯
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
罰
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
罪
に
限
り
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
一
一
日
法
律
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
核
に
よ
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
行
為
の
防
止
に
関
す
る
国
際
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
六
月
二
一
日
法
律
第
六
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
改
正
規
定
、
第
二
条
及
び
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
第

六
条
の
規
定
　
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日

（
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
十
二
条
（
刑
法
第
四
条
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
爆
発
物
取
締
罰
則
第
十
条
（
爆
発
物
取
締
罰
則
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
第
一
条
ノ
三
第
二
項
の
規
定
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
五
項
（
同
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
、
第

六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
細
菌
兵
器
（
生
物
兵
器
）
及
び
毒
素
兵
器
の
開
発
、
生
産
及
び
貯
蔵
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
等
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
（
同
法
第
十
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
及
び
第

七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
サ
リ
ン
等
に
よ
る
人
身
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
八
条
（
同
法
第
五
条
第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
日
本
国
に
つ
い
て

効
力
を
生
ず
る
条
約
に
よ
り
日
本
国
外
に
お
い
て
犯
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
罰
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
罪
に
限
り
、
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日
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